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日( 日)13時30分 ～15時 中央公
民館 市史跡ガイドボランティアの
会 30人( 申込順) 2月17日～3
月10日に市民活動センターあやせ
☎70･1232（９時～20時）

●綾南囲碁クラブ
毎週木曜日9時～13時 綾南地

区センター 6カ月3000円 菊池
☎77･7887
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市民スポーツセンター情報
●施設無料開放
利用できない施設があるので要確認。

3月6日 ( 日 )9時～17時 同セン
ター 市内在住・在勤・在学の方
運動着・靴、ラケットなど 当日8時30
分から同センター☎76･9292か直接
●同センター、野球場などの利用申し込み
▶5月分利用申し込み　3月1日(火)8
時30分から市 公共施設予約システ
ムか同センター
▶6月分の利用抽選▷ 　登録区分が

「市民｣｢市民1/2超｣の団体▷ 　3月1
日～15日に同システムか同センター
●トレーニング講習会
トレーニング室の器具の使用方法など
の講習会。 同センターで要確認 高
校生以上の方(同室を初めて利用する
方は必ず受講) 運動着、体育館履き
●その他
新型コロナウイルス感染症対策のルー
ルがあります。詳しくは同センター

https://nicspark.com/ayase/ を
見てください。
小・中学校運動施設利用
日程調整会議

4～6月の利用日程調整会議｡ 小学校体
育館・校庭、中学校体育館・武道場・
校庭、校庭照明施設 ( 綾北中・ 城山
中・春日台中のみ)の利用を希望する
団体の代表者は必ず出席してください。

登録証 スポーツ課☎70･5656

市議会3月定例会

本会議は簡単な受け付けで傍聴できる
他、インターネットでも視聴できます。

審議日程は変更することがあるので、
問い合わせてください。一般質問日に
は市役所1階市民ホールでモニター放
映します。 議会事務局☎70･5644

※ 12月定例会の録画中継は市 で公
開中、会議録は2月下旬に公開予定

●歴史散策ガイド「おたすけ観音
コース」
深谷神社、長龍寺、子育て観音、報
恩寺 を 巡 る。 2月27日( 日)9時
～12 時 綾 瀬 農 協 前(8 時45 分
集合) 中学生以上の方 200円
( 高校生以下100円) 市史跡ガイ
ドボランティアの会 2月17日～
26日に市民活動センターあやせ☎

※新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどが中止や延期になる場合があります

催し

サークル

70･1232(9時～20時)
●南部ふれあい祭り
南部ふれあい会館と綾南地区セン
ターで活動しているサークルの発
表。 展 示 は3月12日( 土)・13日
( 日)10時 ～16時(13日 は15時 ま
で)。舞台発表は13日(日)10時～15
時 南部ふれあい会館 同祭り実
行委員会 山田☎78･2072
●歴史講演会「渋谷一族」
全３回の講演会の３回目。 3月13 4/15号原稿は3/11締め切り

市民からのお知らせ

 

学校名
綾瀬小 3/7(月)19:00～ 綾瀬小体育館
綾北小 3/6(日)9:30～ 綾北小体育館
綾西小 3/1(火)19:00～ 綾西小体育館
早園小 3/3(木)19:00～ 早園小体育館
綾南小 3/6(日)10:00～ 綾南地区センター
天台小 3/5(土)18:30～ 寺尾いずみ会館
北の台小 3/5(土)19:00～ 大上会館
落合小 3/14(月)19:00～ 落合自治会館
土棚小 3/7(月)19:30～ 南部ふれあい会館
寺尾小 3/1(火)18:00～ 寺尾南自治会館
綾瀬中 3/6(日)20:00～ 綾瀬中体育館
綾北中 3/5(土)19:30～ 綾北中体育館
城山中 3/6(日)18:30～ 城山中体育館
北の台中 3/15(火)20:00～ 北の台中体育館
春日台中 3/14(月)19:30～ 春日台中体育館

審議日程（予定）
2/24(木) 本会議(議案審議)
2/25(金) 本会議(議案審議)
3/2(水) 市民福祉常任委員会
3/3(木) 経済建設常任委員会
3/4(金) 総務教育常任委員会
3/7(月) 市民福祉常任委員会
3/8(火) 経済建設常任委員会
3/9(水) 総務教育常任委員会
3/11(金) 基地政策特別委員会
3/15(火) 本会議(一般質問)
3/16(水) 本会議(一般質問)
3/17(木) 本会議(一般質問)
3/22(火) 本会議(委員長報告～採決)

　就労やその他の自立に関する相談に乗り、支援を
行っています。相談は同課へ直接。

毎週月～金曜日( 祝日を除く)8時30分～12時15
分・13時～17時

市内在住で、経済的に困っている方
■自立相談支援事業
就労やその他の自立に関する相談支援、事業利用の
ための支援プランなどの作成を行います。
■住居確保給付金の支給
有期で家賃相当額の支給を行います。

所得が一定基準以下などの要件に該当し、離職な
どにより住宅を失ったか失う恐れのある方
■学習支援事業
学習支援、居場所の提供、進路相談などを行います。

生活困窮世帯(就学援助受給世帯など)の中学生

■就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」「他の人とコミュニケー
ションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な
方に、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能
力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供
を行います。
■家計改善支援事業
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相
談者が自ら家計を管理できるように支援を行います。

生活困窮者自立支援制度 福祉総務課
☎70･5624

　4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
未成年者が法定代理人(親など)の同意を得ず結んだ契
約は取り消すことができますが、成年年齢が18歳に引き
下げられることにより、18歳に達した者は1人で有効な契
約を結ぶことができるようになり、未成年者契約の取消権
は行使できなくなります。
　例えば、自分の意思でクレジットカードを作ったり、携
帯電話の契約や一人暮らしの部屋を借りたりするなどさ
まざまな契約をするかどうかは、自分で決められるように

なりますが、責任も自分で負うことになります。そのため、
保護が無くなったばかりの18歳が悪質商法のターゲット
になると懸念されています。
　トラブルに遭わないようにするには契約する前によく考
える、もうけ話しはうのみにしない、契約をせかされたらきっ
ぱり断るなどの注意が必要です。
　法律の知識や消費者の味方になる社会のルールを学
ぶことも重要です。

消費生活センター☎70･3335

くらしの
消費生活
相談

成年年齢引き下げ
若者を狙った消費者トラブルに注意！

下水道作品コンクール入賞者
　(公財)県下水道公社が小学4年生対象の作文・
ポスター・書道コンクールの入賞者を表彰しまし
た。市内入賞者は次のとおりです(敬称略）。
▶書道の部▷入賞　吉田凜花(綾南小)
　入賞作品は約1年間、同公社柳島水再生センター
(茅ケ崎市)と同公社 で公開されます。

下水道課☎70･5634


